
月～金 午前９時～午後５時（祝日、年末年始を除く）

犯罪被害者週間１１月２５日から１２月１日

思いやりと理解が被害者の支えになります

常滑警察署
西之口交番

西之口交番だより 令和７年１１月号

児童虐待のシグナルかも！？

被害者相談窓口 ０５２－９５４－８８９７

眠れない、何もする気が起き
ない、自分を責めてしまう、感
情が沸いてこない、事件のこと
が頭からはなれない等・・・

犯罪被害による心の不調に
関する相談に公認心理師等
が対応します。

 いつも子供の泣き
叫ぶ声や保護者の
怒鳴り声がする

 不自然な打撲や傷跡がある

 着ている服がいつも汚れている

「これって児童虐待！？」と思われたら
最寄りの警察署や児童相談所に連絡！

 子供の養育に無関心
 小さい子供を家や車
に置いたまま、頻繁
に外出する

 子供の怪我について
不自然な説明をする

子供の様子 保護者の様子

もしや！と思ったら
警察に通報！
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令和７年９月末犯罪発生状況
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